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国立大学法人東京農工大学諸料金に関する規程の一部改正 

現行 改正 改正理由 

目次 目次 
 

第1章 総則(第1条・第2条) 第1章 総則(第 1条・第2条) 

 

第2章 本則(第3条－第20条) 第2章 本則(第 3条－第20条) 

第3章 雑則(第21条・第22条) 第3章 雑則(第 21条・第22条) 

附則 附則 

 

本則 

 

本則 

第 2章 本則 第2章 本則 
 

(寄宿料の額) 

第5条 学則第42条第4項に定める寄宿料の額については、次の

とおりとする。 

(寄宿料の額) 

第5条 学則第 42条第4項に定める寄宿料の額については、次の

とおりとする。 
 

区分 寄宿料 

欅寮 月額 30,000円 

楓寮 月額 4,300円 

桜寮 月額 30,000円 

(新設) (新設) 
 

区分 寄宿料 

欅寮 月額 30,000円 

楓寮 月額 4,300円 

桜寮 月額 30,000円 

檜寮 月額 37,800円 
 

 

2 東京農工大学学寮規程第 12条に定める共益費及び第 12条の2

に定める退去時清掃費については、次のとおりとする。 

2 東京農工大学学寮規程第 12条に定める共益費及び第 12条の2

に定める退去時清掃費については、次のとおりとする。  

区分 共益費 退去時清掃費 

欅寮 月額 2,200円 30,000円 

桜寮 月額 2,200円 30,000円 

(新設) (新設) (新設) 
 

区分 共益費 退去時清掃費 

欅寮 月額 2,200円 30,000円 

桜寮 月額 2,200円 30,000円 

檜寮 月額 2,200円 30,000円 
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(学生証及び職員証再発行手数料の額) 

第14条の 2 (略) 

(学生証及び職員証等の再発行手数料の額) 

第14条の 2 (略)  

(新設) 2 欅寮、桜寮及び檜寮の鍵の再発行手数料の額は、1枚につき 80

0円とする。  

附 則(経教規程第 27号) 

この規程は、平成28年7月25日から施行する。 


